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制 定：令和４年４月１日 

改 正：令和８年４月１日 

 

第１．一般的事項 

１－１．適用の範囲 

（１）この補則では、「治山技術基準」に定めのない事項について示すものとし、治山事業の

設計に当たっては、「治山技術基準」に基づくもののほか、この補則を適用するものとす

る。 

 

（２）「治山技術基準」に関する解説については、林野庁作成の「治山技術基準解説（総則・

山地治山編）」（令和５年５月１日５林整計第４号 林野庁森林整備部長通知）（以下「同

解説」という。）によるものとし、「同解説」及び「同解説」の中で「参考」として示さ

れた事項に対して、県の統一的な考え方を示す必要があるものについて、この補則で示

すものとする。 
 

１－２．設計書の作成 

治山事業の設計に当たっては、目的とする工事を最も合理的に施工及び監督できるよう施

工条件、施工管理、安全施工等に十分配慮するとともに、工法等についても研究調査を行い

明確に作成するものとする。 
 

１－３．関係基準等 

治山事業の設計に当たっては、「治山技術基準」及びこの補則に基づくもののほか、次に掲

げる各通知等を一般的基準とし、これらに基づいて適切に行うものとする。 
 

（１）「森林整備保全事業設計積算要領の制定について」 

（平成１２年３月３１日 １２林野計第１３８号 林野庁長官通知） 

（２）「森林整備保全事業標準歩掛の制定について」 

（平成１１年４月１日付け １１林野計第１３３号 林野庁長官通知） 

（３）「治山ダム・土留工断面表」 

（平成１１年９月 財団法人林業土木コンサルタンツ発行） 

（４）「森林土木構造物標準設計 擁壁編」 

（平成１８年１０月１日   財団法人林業土木コンサルタンツ発行） 

（５）「森林整備保全事業工事標準仕様書」 

（平成２９年３月３０日付け ２８林整計第３８０号 林野庁長官通知） 

（以下「標準仕様書」という。） 

（６）「森林土木木製構造物設計等指針の制定について」 

（平成１６年５月１４日付け １６林整計第４１号 林野庁森林整備部長通知） 

（７）「森林土木木製構造物施工マニュアル」 

（(一社) 日本治山治水協会・日本林道協会発行） 
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（８）「治山林道必携 積算・施工編 【上巻】【下巻】」 

（(一社) 日本治山治水協会・日本林道協会発行） 

（９）「道路土工－切土工・斜面安定工指針」 

（平成 21 年度版 (社) 日本道路協会発行） 

（１０）「道路土工－盛土工指針」 

（平成 22 年度版 (社) 日本道路協会発行） 

（１１）「土木工事積算参考資料 共通編・運用編」 

（奈良県県土マネジメント部発行） 

（１２）「のり枠工の設計・施工指針（改訂版第３版）」 

（平成２５年１０月 （一社）全国特定法面保護協会発行） 

（１３）「のり面緑化工の手引き」 

（令和６年４月 （一社）全国特定法面保護協会発行） 

（１４）「２０２３年制定 コンクリート標準示方書 施工編」 

（令和５年９月 （公社）土木学会発行） 

   （以下「コンクリート標準示方書」という。） 

（１５）「コンクリートのポンプ施工指針」 

（２０１２年版  土木学会発行） 

（１６）「コンクリートポンプ工法施工指針・同解説」 

（２００９年１２月 （一社）日本建築学会発行） 

（１７）「吹付コンクリート指針（案）【のり面編】」 

（平成１７年７月  土木学会 コンクリート委員会） 

（１８）「グラウンドアンカー設計・施工基準」（JGS4101-2012）及び「同解説」 

（平成２４年５月 （公社）地盤工学会発行） 

（１９）「森林土木ハンドブック」 

（平成１７年６月  財団法人林業土木コンサルタンツ発行） 

（以下「ハンドブック」という。） 

（２０）奈良県が別途定める治山林道事業仕様書等関係書類、関係通知 

 

 

 

 

附 則 

この補則は、令和４年 ４月 １日より適用する。 

この補則は、令和８年 ４月 １日より適用する。 
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第２．土工 

２－１．土質の分類 

切取・床掘・盛土等に関する土質の分類は、「治山林道必携 積算・施工編 上巻 第１編共

通工 第１ 土工 １－１ 土質の分類」によるものとする。 

２－２．土工の区分 

治山ダム（床固工・谷止工）及び護岸工等の床掘・切取りについては、原則として、その全

量を機械施工とし、山腹工の切取りについては、原則として人力により施工するが、現場の

諸条件及び機械搬入の可否等を検討のうえ決定するものとする。 

２－３．人力施工による床掘、切取りの区分 

治山ダム（谷止工・床固工）、護岸工及びダム型土留工は工作物の施工位置における地盤水

平線以上を切取（人力切崩し）とし、以下を床掘として境界線を明示する。 

２－４．機械土工 

（１）適用基準 

「治山林道必携 積算・施工編 上巻 第２編治山 第１ 山地治山土工 １－１ 機械土工」

によるものとする。 

（２）機種の選定 

「治山林道必携 積算・施工編 上巻 第２編治山 第１ 山地治山土工 １－１ 機械土工」

によるものとする。 

（３）バックホウの規格（建設機械要覧２００７、２０１９） 

バックホウ 

クローラ型 

山積(平積)(m3) 全幅（m） 登坂能力 

0.11(0.08) 1.55～1.78    1.8（目安） 58% 30° 

0.13(0.10) 1.95      2.0 （目安） 58% 30° 

0.28(0.20) 2.30 ～ 2.33 2.4 （目安） 70% 35° 

0.45(0.35) 2.49  70% 35° 

0.80(0.60) 2.71 ～ 2.99 70% 35° 

狭い掘削箇所にバックホウが進入して作業しなければならない場合には、バックホウの

全幅等を考慮して、バックホウの規格を選定することができる。 

２－５．余掘 

（１）コンクリート構造物の場合は、型枠工設置に支障のないよう余掘幅を確保するものとし、

0.4ｍを標準とする。ただし「木製残存型枠」を設置する谷止工・土留工等の場合は、0.2

ｍとする。 

（２）型枠を用いない構造物の場合は、表側（谷側）で 0.20ｍの余掘を行い裏側（山側）につ

いては余掘なしとする。但し、構造物の形状や現地等の諸条件等、余掘が必要な場合は適

宜確保すること。 
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（１）の場合            （２）の場合 
 

２－６．床掘の深さ（治山ダム基礎の根入れ深さ） 

（１）各土質が単独で露出する場合の根入れ深さは単独治山ダムの場合は次の値を標準とする。 

なお、この値は治山ダム下流のり先におけるものとする。 

 

 

 

ただし、洗掘に対する保護工を設ける場合はこれによらず地盤支持力を検討のうえ決定する。 
 

（２）砂礫層＋岩のような場合の根入れ深さについては全体として最高 2.0ｍ程度を標準とする。 
 

２－７．床掘及び切取の勾配 （労働安全衛生規則第３５６、３５７条） 

（１）地山の掘削作業を行うときは、掘削面の勾配を次の表の地山の種類及び掘削面の高さに
応じ、それぞれの値以下とする。 

地山の種類 掘削面の高さ 掘削面の勾配 

岩盤又は固い粘土からなる地山 
５ｍ未満 
５ｍ以上 

90°（直） 
75°（約 1：0.3） 

砂からなる地山 ５ｍ未満 35°（約 1：1.5） 

緩んだ土砂からなる地山 ２ｍ未満 45°（約 1：1.0） 

その他の地山 

２ｍ未満 

２ｍ以上５ｍ未満 

５ｍ以上 

90°（直） 
75°（約 1：0.3） 
60°（約 1：0.6） 

注  １ 掘削面の高さとは、底敷より掘削面上部までの高さとする。 

ただし、この間に2.0ｍ以上の水平な段（ステップ）があるときは、当該ステップ
で区切られる掘削面の高さとする。 

2 固い粘土：標準貫入試験でＮ値８以上のもの 

3 砂からなる地山：崩壊しやすい状態の地山（労働安全衛生規則第３５７条） 

4 緩んだ土砂からなる地山：発破等により崩壊しやすい状態になっている地山・崩土 

 

１）盤状硬岩で風化していない場合 0.5ｍ程度 

２）岩の場合 1.0ｍ程度 

３）軟岩（風化が進行した岩盤又は亀裂の多い岩盤）の場合 1.5ｍ程度 

４）砂礫層等の場合 2.0～3.0ｍ程度 

0.8

0.8

0.20

断 面 図

残存型枠（上流側） まく板型枠（下流側） 
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２－８．袖部の切取勾配 

治山ダム（谷止工、床固工）、護岸工及び土留工の袖の突込み勾配は下図を原則とする。 

（１）袖部に 2.0ｍ以上の水平なステップを設ける場合 

ａ図                   ｂ図 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ｃ図                  ｄ図 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ｅ図（５ｍ未満の土砂          ｆ図（５ｍ以上の土砂 

岩盤混じりの場合）           岩盤混じりの場合） 
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（２）袖部に水平なステップを設けない場合及び 2.0ｍ未満のステップの場合 

ｇ図（土砂のみの場合）        ｈ図（岩盤のみの場合） 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ｉ図（土砂、岩盤混じりの場合）    ｊ図（土砂、岩盤混じりの場合） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ｋ図（土砂のみの場合）        ｌ図（岩盤のみの場合） 
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ｍ図（土砂、岩盤混じりの場合）    ｎ図（土砂、岩盤混じりの場合） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（３）土砂と岩盤の境が袖部内にある場合は、切取勾配は土砂に合わせてもよい。 

 

 

 

 

 

 

（４）砂からなる地山、緩んだ土砂からなる地山は上図を参考にして適宜決定する。 
 
 
 
 
 

２－９．治山ダムの側のり掘削勾配 

治山ダムの側のり勾配は、２－７（１）の表より緩くする。 
 
 
 
 

ａ図（ステップが２ｍ以上ある場合）   ｂ図（ステップを設けない場合又は 

２ｍ未満のステップの場合） 

 

 

 

 

  

土
砂

岩
盤

混
じ

り
５

m以
上

1:
0.
60

岩盤

土砂

土
砂
岩
盤
混
じ
り
５
m以

上

1:
0.
30

1:
0.
60 岩盤

土砂

袖　部
岩盤

土砂

岩盤

土砂

2m以上

2m以上



第２．土 工 

 

8 

 

２－１０．掘削（床掘）計算図及び掘削（床掘）土量等 

１．中央（中心）断面法により求めるものとする。下図を参照。 

例 掘削（床掘）計算図 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

２．既設治山ダムの嵩上、既設構造物の補修・補強等の中央（中心）断面法による計算が

適当ではない場合、両端断面積平均断面法により求めるものとする。 

例 掘削（床掘）計算図（治山ダム嵩上の場合） 

 

 

 

 

 

 
 

３．掘削面整形 

掘削面整形とは、機械施工による掘削の後、構造物の接する基礎面を平滑に整形する

ことをいう。以下の構造物を対象とし、面積の算出は実（斜）面積とする。 

(1) 土砂掘削面整形（掘削面仕上げ） 

① コンクリート構造物の接地面 

② コンクリートブロック積等の基礎コンクリートの接地面 

③ 鋼製、木製など枠式及び鉄線かご構造物の接地面 

④ 上記以外の構造物で、特に基礎面を平滑にする必要がある場合 

(2) 岩盤掘削面整形 

① 対象構造物は土砂掘削面整形に準ずる 

４．岩盤清掃 

岩盤清掃とは、コンクリート打設面の岩盤を清掃することをいう。 

面積の算出は実（斜）面積とする。 
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6

2.10

2.30

2.70

3.10

2.10

2.10

2.14

2.37

2.73

2.96

3.06

床掘計算図

1:0.630(4.73)

8

(2.10)

(6.50)

2 43 5

1:0.20

1:
0.
10

1:0.20
1:
0.
10

1:0.20

1:
0.
10

1:0.20

1:0.20

1:0.20

0.40

0.40

0.40

（礫）掘削土 CA= 10.8 ㎡

埋戻土 BA= 3.8 ㎡

（礫）掘削土 CA= 20.8 ㎡

埋戻土 BA= 7.7 ㎡

（礫）掘削土 CA= 21.5
埋戻土 BA= 8.8（崩）掘削土 CA= 0.1 ㎡ （崩）掘削土 CA= 0.1 ㎡
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第３．運 搬 工 

３－１．運搬方法 

工事資材の運搬方法は、「治山林道必携 積算・施工編 上巻 第１編共通工 第２ 運搬工 」

によるものとする。 

３－２．コンクリートの運搬 

生コンクリートを機種の組合せにより乗継ぎ運搬する場合は、最も条件の悪い作業工程に
対応した機種に合致させ、原則として、一車の打設が混合開始より１．５時間以内（外気温
が25℃以下のときで２時間以内）に完了させるよう組合わせること。 
 また、練り混ぜ開始から荷卸し地点に到着するまでの時間は１．５時間以内とする。 

３－３．仮設道 

(1) 仮設道は、目的工事の完了をもって撤去することを原則とする。 

(2) 仮設道の全幅員については、原則として3.0m以内とし、勾配・曲線の設定は、使用する

建設機械、運搬車両等を考慮して決定する。 

(3) 仮設道を新設（改良・補修）して資材を運搬する場合は、仮設道に要する費用と他の運

搬方法を比較検討し経済的に有利な場合に適用する。ただし、当該区域に係る工事が２

年以上にわたって施工される場合は、次年度以降の工事も含めて経済比較を行うものと

する。 

(4) 仮設道の設計については、「林道事業積算構造基準」及び「奈良県森林作業道作設指針」

によるものとする。 

３－４．モノレール運搬 

使用するモノレールは、エンジン定格出力6.0～6.5PS、積載量500Kgを標準とする。 
 

３－５．索道（ケーブルクレーン） 

索道（ケーブルクレーン）の架設により資材を運搬する場合は、「治山林道必携 積算・

施工編 上巻 第１編共通工 第２ 運搬工 ２－６ ケーブルクレーン運搬」により設計

する。 

３－６．小型不整地運搬車運搬 

一般にダンプトラック等が入れない不整地、軟弱地等の現場での作業車として使用する。 

走行方式によりクローラ式とホイール式とがあるがクローラ式の規格については下表を参

考とする。                           （単位：ｍ） 

区 分 
車体 荷 台 

最高速度 備考 
幅 L W H 

1.0ｔ級 
0.95 1.60 0.83 0.32 

5.5 ㎞／h  
0.95 1.47 0.83 0.32 

 

2.0ｔ級 

1.42 1.59 1.16 0.30 11.0 ㎞／h  

1.56 1.69 1.42 0.37 11.0 ㎞／h  

1.48 1.54 1.17 0.30 10.0 ㎞／h  
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第４．コンクリート工 

４－１．一般 

(1) コンクリート工は、生コンクリートの使用を標準として設計するものとする。 

ただし、現場の地利的条件が悪く生コンクリートの運搬が「２．生コンクリートの打設

時間」の基準に適合しない場合は、現場混合コンクリート又は二次製品の使用を検討する

ものとする。 
 

(2) 構造物の分類による無筋構造物に使用するコンクリートは、高炉セメント（Ｂ種）を使

用したコンクリートを標準とする。 

４－２．生コンクリートの打設時間 

練り混ぜてから打ち終わりまでの時間は、原則外気温が25℃を超える場合で1.5時間、25℃

以下の場合で2時間を超えないものとし、かつコンクリートの運搬時間（練り混ぜ開始から荷

卸し地点に到着するまでの時間）は1.5時間以内とする。（標準仕様書3-3-5-4、コンクリート

標準示方書P108） 

４－３．コンクリート打設工法の選定 

(1) ２種類以上の打設工法が可能な場合は、原則として経済的に有利な工法を採用する。 

(2) ケーブルクレーン（索道）を投入打設に利用できる場合とは、ケーブルクレーンが構造

物にほぼ平行して架設されており、直接打設可能な場合で、盤台に一時荷卸の後、シュ

ート等で投入打設する場合は人力打設とする。 

(3) 下り勾配でコンクリートを投入打設する場合は丸シュートにより打設できるものと

するが、打設地上高が２ｍ以下で、水平距離が 10m 以下の場合とする。                        

（治山林道必携第２治山ダム工2-1-3） 

４－４．コンクリートポンプ車打設 

(1) コンクリートポンプ車の使用は、工事内容、現場条件等を検討して指定のコンクリー

ト品質を阻害することなく安全かつ経済的に打設できる場合とする。 

(2) 標準日打設量の基準 

① 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設（土留工等山腹工に適用） 

（共通工 コンクリート工） 

 

 

 

 
土木工事標準積算基準書（共通編）第14章④ 作業日当り標準作業量 

 
 
 
 
 
 
 

 

条 件 

設計日打設量（m3） 

10 m3以上100 m3未満 100m3以上500 m3未満 

標準日打設量 

（m３/日） 69 280 
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② 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設（治山ダム工・護岸工等） 

（治山ダム工）（治山林道必携２－１－５） 

 

 

 

 

●標準日打設量の決定は次によるものとする。 

① 谷止工、床固工 （標準仕様書5-3-5-4） 

   １リフトの高さは、0.75m以上2.0m以下を標準とする。） 

（例）               １回打設高2.0mとし、6.0m÷2m＝3回 

（小数点以下第１位四捨五入）  

打設回数： ３回＋袖部１回＝４回  

設計日打設量：280m
3
÷4＝70m

3
 

よって、標準日打設量:75m
3を適用する。 

※ 両袖部は１回として計算する。袖保護

施設はカウントしない。 

② 護岸工、流路工 

（例）             左右両岸合わせて、1回当たり20m打設とし、 

底張がある場合、帯工がある場合はそれぞれ
１回として計算するものとする。 

 

35÷20＝1.75≒2.0回 

（小数点以下第１位四捨五入） 

打設回数：2回＋1回（帯工）＋1回（底張）＝4回 

設計日打設量：120m
3
÷4.0回≒30m

3
 

よって、標準日打設量35m
3を適用する。 

  
③ 土留工 

「林道事業積算構造基準 Ⅵ擁壁 ２－７打設方法」に基づき、標準日打設量
を計算するものとする。 

(3) 打設方法の基準 

１）コンクリートの配合条件（無筋構造物） 

JIS A 5308 の規定に基づき下記のとおりとする。 

スランプの範囲   8～12 ㎝ 

粗骨材の最大寸法  40 ㎜以下 

呼び強度      18 N ／ ㎜2
 

２）各種輸送管の水平換算長さ（コンクリート標準示方書7.3.2.1） 

（125Ａ（5Ｂ)の場合) 

項 目 単 位 呼び寸法 水平換算係数 

上向き垂直管 
１ｍ当り 

125A（5B） 4 

テーパ管 150Ａ→125Ａ 3 

条 件 
設計日打設量（m3） 

30未満 
30以上 

45未満 

45以上 

60未満 

60以上 

100未満 
100以上 

標準日打設量（m3/日） 25 35 50 75 130 

時間当たり 

打設量(m3/h) 

無筋構造物 10.0 14.0 16.0 20.0 25.0 

鉄筋構造物 8.0 11.0 12.0 14.0 20.0 

V=280m3 
6.0 

 

V=120m3 

底 張 0.3 

35m 

帯工 
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ベント管 90° 
γ＝0.5m  
γ＝1.0m 6 

先端ホース 
フレキシブルホース 

－ 
20

Ｌ
  

（コンクリートのポンプ施工指針  土木学会） 

注） 
1. 斜め立上がり管の場合は、その両端を結ぶ水平及び垂直投影長さを合わせたものとする。 
2. 125A（5B) 圧送可能骨材最大寸法 40 ㎜以下（コンクリートのポンプ施工指針 P16） 
3. 下向き配管の場合、直管部は水平管と同等としその他の種類の管は上表の示す値による。 
4. テーパ管の水平換算係数は、小さい方の径に対する値である。 
5. ベント管の水平換算係数は、角度 90°、曲線半径が 0.5m または 1.0m の場合にはベント

管 1 本を 1ｍとみなす。 
6. L は、フレキシブルホースの長さ（5ｍ≦L≦8ｍ）である。 

 

3）水平換算距離の求め方 （「コンクリートのポンプ施工指針 P211・P212」による） 

 

 

 

 

 

 

L = L１＋L２＋L３＋Ｋ1（h１＋h２）＋ｎＫ1Ｂ＋Ｋ3Ｆ 

 

 

 

 

 

 

ベント管は90°半径1.0ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）コンクリートポンプの圧送限界について 

（ハンドブックＰ２３４ 第３章 コンクリート施工）  

コンクリートポンプにかかる最大圧送負荷（Ｐmax）は、次式によって求められる。 

Ｐmax  ＝（水平管1m当たりの管内圧力損失） × （水平換算距離） 

 

水平管1m当たりの管内圧力損失は、コンクリートの品質・種類・吐出量、管径等
によって決まり、その標準値は次図のとおりである。 

 Ｌ ： 水平換算距離 （ｍ） 

Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3 ： 投影長さ（水平長さ） （ｍ） 

ｈ1、ｈ2 ： 垂直高さ（立上がり高さ） （ｍ） 

 ｎ ： ベント管の個数  

 Ｋ1 ： 垂直管の水平換算係数  

 Ｋ2 ： ベント管の水平換算係数  

 Ｋ3 ： フレキシブルホースの水平換算係数  

 Ｂ  ベント管の長さ （ｍ） 

 Ｆ  フレキシブルホースの長さ （ｍ） 

水 平 部 分 ： 15＋30＋20＝65ｍ 

立 上 り部 分 ： （15+18）×４＝132ｍ 

曲 り 管 ： 4 本×6×1＝24ｍ 

先 端 ホース ： 20/5×5＝20ｍ 

水平換算距離 ： 合計 241ｍ 

ｈ２ 

L2 

ｈ１ 

L1  

L3 P3 

15m 

15m 

15m 

15m 

20m 5m 

 

30m 18m 
 



第４．コンクリート工 

 

13 

 

水平換算距離は、各輸送管（垂直管、ベント管、フレキシブルホース）について上
表に示す値と上記3)の方法で水平換算長さを算出し、さらに水平管の長さの合計によ
り求める。 

 

上記より求めたＰmaxがポンプの最大理論吐出圧力の８０％以下であれば圧送可能と
判断される。（コンクリートのポンプ施工指針2.3.3） 

これによりポンプで運搬不可能となるものについては、索道等別の方法による運搬
を検討するものとする。 

また、工事施工に際して、索道設計等のものがコンクリートポンプ車打設となった
場合はそれに伴い設計変更を行うことを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通コンクリートの圧送における水平管１ｍ当たりの管内圧力損失の標準値 

（コンクリートのポンプ施工指針2.3.3） 

※ 上図は、粗骨材寸法が20～25mmの場合の標準値で、粗骨材寸法が40mmの場合には、こ
の 図の値に対して10％の割増しを行うものとする。 

（コンクリート標準示方書7.3.2.1） 

 

５）下り勾配の場合のポンプ車使用について 

従来、下り勾配のポンプ車の使用は原則として実施していないが、次の条件で配管
が可能な場合は、ポンプ車打設による設計を行って良いこととする。 

ただし、ポンプ車打設によるコンクリート打設規模等から不適切な場合はこの限り
でない。 

① 勾配が１０°以下の比較的緩い場合。 

② できる限り ［L＞3ｈ＋フレキシブホース］とする。 

 

 

 

 

注） 水平換算距離 下向き配管の場合、直管部は水平管と同等とし、その他の種類の管

は、前ページの表の数値に準じ計算する 

 

 

 

 
 

（コンクリートのポンプ施工指針２．３．３解説（４）） 
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４－５．標準的なコンクリートの適用範囲 

使用する標準的なコンクリートの適用範囲は次表とする。 

 
※一般的なコンクリート構造物においては、スランプ値12cmを標準とする。 

ただし、スランプ値8cmを妨げるものではない。 

「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、共通仕様書等に記載のあるコンクリート舗装工、

場所打ち杭等の水中コンクリート及びトンネル覆工を除くものとする。 

４－６．生コンクリート標準配合表 

粗骨材の最大寸法 ４０㎜ 
 

 

 

  

４－７．現場練りコンクリート 

（１）生コンクリートの使用が不適当な場合で設計基準強度が２１０㎏／㎝ 2以下のコンクリー
トの設計については下表を適用する。 

 

普通コンクリート 粗骨材の最大寸法 40mm 

 

 

  

 

種 別 

 

記 号 
設計基準強度 

（N/㎜２） 

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 
呼び強度 

（N/㎜２） 

ｽﾗﾝﾌﾟ 

（㎝） 

骨材の
最大寸法 

（㎜） 

 

備考 

 
擁
壁 

重力式・もたれ式 18-8-40 18 18 8 40 
 

鉄筋コンクリート 24-12-25 24 24 12 25  

※ 24-8-25 24 24 8 25 

小
型
構
造
物 

側  溝（無筋） 18-8-40 18 18 8 40 
 

舗装止工（嵩上工） 18-8-40 18 18 8 40 
 

小型構造物 18-8-40 18 18 8 40 
 

ﾌﾞﾛｯｸ積（張）・石積 18-8-40 18 18 8 40 胴込、裏込、基礎天端 

ヒューム管基礎 18-8-40 18 18 8 40 
 

均しコンクリート 18-8-40 18 18 8 40 
  

函渠（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ） 
24-12-25 24 24 12 25  

※ 24-8-25 24 24 8 25 

舗
装 

コンクリート路面工 18-8-40 18 18 8 40 

 コンクリート舗装 曲 げ 4.4 曲 げ 4.4 曲げ4.4 2.5 40 
 

注） １．骨材最大寸法は 40 ㎜を標準とするが、配筋が困難な場合は 25 ㎜としてよい。 

 ２．スランプの範囲は±2.5㎝を標準とする。 

 ただし、コンクリート舗装は、スランプ 2.5cm、許容値±1.0cmとする。 

 
番号 

呼び
強度 

N/㎜2
 

W/C 
 

％ 

スラ
ンプ 
㎝ 
 

S/a 
 

％ 

単位
水量 

kg/㎜3
 

絶対容積（L/m3) 重量（㎏/m3） 

ｾﾒﾝﾄ 細骨材 粗骨材 ｾﾒﾝﾄ 細骨材 粗骨材 

84 18 58 8 37 149 81 274 466 257 699 1,21

2 104 24 50 8 34 151 96 246 477 302 627 1,24
0 

 
区分 

基準
強度 

N/㎜2
 

骨材
寸法 

㎜ 

スラ
ンプ 

㎝ 

S/a 
 

％ 

重量（㎏/m3） 骨材の容積（m
3
） 

ｾﾒﾝﾄ 

C 

水 

W 

細骨材 

S 

粗骨材 

G 

細骨材 

S 

粗骨材 

G 

砂利 
16 40 8 57 285 162 665 1,280 0.46 0.77 

21 40 8 51 320 162 635 1,280 0.44 0.77 

採石 
16 40 8 62 285 178 735 1,170 0.51 0.75 

21 40 8 56 320 178 700 1,170 0.48 0.75 
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1) この重量配合の材料の比重はセメント3.15、細骨材2.60、粗骨材2.60、単位容積

重量は細骨材1,600㎏/m3、粗骨材1,750㎏/m3、砕石1,650㎏/m3、細骨材の粗粒率

を2.7として計算したものである。 
 

2) 標準配合の考え方は、水セメント比が強度で決定するものとしてセメント使用量

を砂利コンクリートと同一にし水セメント比を砂利に比べ10%程度、S/aで4%多

くして決定した。なお砕石混入率50%以下は砂利コンクリート配合、50%以上に

ついては砕石コンクリート配合とする。 
 

3) コンクリートの打設には原則としてバイブレーターを使用するものとする。 

4) 各材料共損失量を含んだものである。 
    
（２）コンクリートの配合は原則として上表によるが、これにより難しい場合は構造物の種類、

強度、耐久性、水密性等の諸条件等を考慮して別途決定する。 
  

コンクリートミキサーの場合 

ミキサー容量 構造物種別 

0.1m
3

 小型構造物 

0.2m
3

 主たるコンクリート構造物のコンクリート総量が300m3未満の場合 

0.4m
3

 主たるコンクリート構造物のコンクリート総量が300m3～1,000m3未満の場合 

0.6m
3

 主たるコンクリート構造物のコンクリート総量が1,000m3以上の場合 
    

４－８．コンクリートブロック積（張）工 

（１）使用するブロックの規格は次表を標準とする。 
 

区 分 種類 控 長 重量（㎡当たり） 

積 工 間知ブロック 35㎝以上 ３５０㎏以上 

 

張 工 

間知ブロック 35㎝以上 ３５０㎏以上 

平ブロック 厚さ15㎝以上 ２２０㎏以上 

連節ブロック － ３５０㎏以上 
  

補強する必要がある場合は裏込コンクリートを計上する。 
    

（２）原則として谷積施工とする。ただしブロックの種類によって布積用として製作された 

ものについてはこの限りではない。(標準仕様書3-4-5-1) 

適用範囲 

① 採用にあたっては、コンクリート工との経済比較による。 

② 基礎地盤の起伏が激しく壁高の変化が著しい場合は採用しない。 

③ 曲がりの大きい場合は採用しない。 

④ 水衝部で転石流水等による衝撃を受けやすい場合は採用しない。 
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４－９．型枠工 

（１）無筋・鉄筋構造物の型枠 

「まく板型枠」及び「木製残存型枠」の使用を標準とし、次図のとおりそれぞれ設置

するものとする。「鋼製型枠」及び「合板型枠」は基本的に使用しないこととする。 

ただし、構造物の端部等で形状が複雑な箇所において「合板型枠」が部分的に使用さ

れる場合や「まく板型枠」及び「木製残存型枠」以外の型枠の使用が適当と認められる

場合は除くものとする。 

 

（２）景観に配慮した施工が必要な箇所の型枠 

景観に配慮した施工が必要な箇所では、「木製残存型枠」の使用に努めるものとす

る。 

 

（３）小型構造物の型枠 

「森林整備保全事業施工パッケージ型積算方式の基準」３章コンクリート工②型枠工

の一般型枠（小型構造物）を適用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断 面 図

下流側
（水裏側）

上流側
（水表側）

木製残存型枠 まく板型枠
山側 谷側

木製残存型枠
まく板型枠

断 面 図
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第５．渓間工 

５－１．治山ダム 

５－１－１．治山ダムの名称（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 堤 長  ⑪ 堤踵（ていしょう） 

② 堤 高  ⑫ 水 叩 き 

③ 有 効 高  ⑬ ウォータークッション 

④ 放 水 路 天 端 厚  ⑭ 側 壁 

⑤ 放 水 路 下 長  ⑮ 副 堰 堤 

⑥ 放 水 路 上 長  ⑯ 袖 

⑦ 袖 天 端 厚  ⑰ 袖 か く し 

⑧ イ ン ク ラ イ ン  ⑱ 鏡 面 

⑨ 堤趾（ていし）  ⑲ 水 抜 き 

⑩ 堤 底  ⑳ 垂直壁又は副ダム 

1

17

18

19

16

8

5

8

17

1414

6

13

12

14

15

7

9

10

11

2
3

4

7

19



第５．渓 間 工 

 

18 

 

５－１－２．治山ダムの名称（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記については原則として，設計しないこととする。  

水叩 側

壁

側

壁

副ダム又は垂直壁

12

14

20

192 2 2

カットオフ(Cut-off-wall)止水壁

インクライン

堤　長

放水路上長

放水路下長

水　叩

敷　礫

全

高

側

壁裏

込

礫

堤

高

左

岸

右

岸

堤底長
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主渓

合流点

支渓

治山ダム

×

○

治山ダムを設計するにあたり、各寸法の数値基準を下表のとおりとする。 

堤長・堤高 0.5m 単位 放水路側法 
１割または５分（同解説

P179） 

堤敷長 0.5m 単位 計画勾配 原則 0.5％括約（切下げ） 

放水路下長 
原則 2.0m 以上（同解説 P179） 

0.5m 単位 
インクライン高 

0.5m 以上 

0.1ｍ単位 

放水路深 
1.0m 以上（同解説 P179） 

0.1ｍ単位 
インクライン長 0.5ｍ単位 

計画水深 
0.01ｍ単位（図表示） 

0.1ｍ単位（構造安定計算） 
上下流法 5 厘（0.5 分）単位 

   
※なお、鋼製及び木製ダムについては、堤長およびインクライン高・インクライン長さにつ

いてはこの限りではない。 
    
５－１－３．治山ダムの位置 

(1) 治山ダムの位置は、ダム設置の目的に応じて最も効率的かつ経済的となるような箇所を選

定しなければならない。 

(2) 治山ダムを合流点付近に設ける場合、合流点には近接せず荒廃土砂を効果的に抑止できる

箇所に設けなければならない（下図（左）参照）。 

(3) 治山ダムの基準となる計画位置は、原則，堤底幅の 1/2 を中心線（中心位置）とする（下

図（右）参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合流点付近の治山ダムの位置           ダム中心位置図  

ダム中心位置

堤底幅

下流側
（水裏側）

上流側

（水表側）

ダム中心位置
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５－１－４．治山ダムの型式及び種別の選定 

(1) 治山ダムの型式は、ダムの機能と構造上の安定方式によって区分され機能からは遮水型、

透水型、透過型に大別されるが、治山ダムの型式選定においては、遮水型の重力式を標準

とする。（同解説Ｐ１６４） 

(2) 遮水型は流水・土砂等を遮断する構造であり、洪水時や土石流時の土砂移動の抑止、縦横

侵食の防止、山脚の固定等の機能がある。 

(3) 透水型は、基礎地盤が悪い場合、礫や転石等の中詰材料が施工箇所で容易に得られる場合、

短期間に施工する必要がある場合、地下水の上昇による山腹崩壊や地すべりの恐れがある

場合に用いる。 

(4) 透過型は、土石流時における土砂・流木等を捕捉する機能、洪水時等に急激な土砂流出を

防止し、常時には流出した土砂を流下させる調節機能がある。土砂及び流木が堆積した場

合には、これを除去して土砂、流木を補足する機能を維持する場合に用いる。     

（同解説３－２） 

(5) 治山ダムについては、次の型式を原則とする。                   

※この区分は廃止されたが、本県においては便宜上１）、２）に型式を区分し、それぞれ

「４型」、「５型」と呼ぶことにする。 

 

(6) 治山ダムの種別は、コンクリート、鋼材、鋼枠、木製、コンクリートブロック等とし、現

地の地形、地質、荒廃状況、保全対象、運搬等施工条件、経済性、安全性等を検討して最

も適切なものを選定する。 

機能 構造 種別 

遮水型 

重力式 コンクリート 

アーチ式 コンクリート 

その他 

鋼製セル 

ソイルセメント 

鉄筋コンクリート 

透水型 

枠式 

鋼製枠 

木製 

鋼製枠網 

コンクリート枠 

バットレス型 鋼製バットレス 

ブロック式 大型コンクリートブロック 

その他 鉄線枠、木製 

透過型 
スリット式 

鋼製スリット 

コンクリート 

その他 鋼製セル（独立）、ワイヤー 

１） ４型 ダムの規模、床掘の状態、土砂の流出状況等から、ダムの上流側の堆砂

が遅く、ダムの完成時に堤高の１／２程度まで水締された状態で堆砂し、

この部分の土圧とその上部の水圧とが作用すると予想される場合 

２） ５型 床掘の状態、土砂の流出状況から、ダムの完成時に天端まで水締めされ

た状態で堆砂し、土圧が作用すると予想される場合 



第５．渓 間 工 

 

21 

 

５－１－５．治山ダムの計画勾配 

同一渓流で階段状治山ダムを配置する場合は、基本的に同一勾配とする。 

 

 

 

 

 

計画勾配の決定については、治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第４章 第３節

３－５を参照のこと。 

なお、治山ダムの計画勾配は、0.5％括約（切下げ）とする。（５－１－２と整合） 

（例）3.7％→3.5％ 

7.2％→7.0％ 

 

５－１－６．治山ダムの高さ（堤高） 

(1) 治山ダムの高さは、治山ダムの底面から放水路天端までの垂直方向の長さとし、止

水壁、基礎コンクリート等の高さは含めない。 

(2) 治山ダムの高さ（堤高）は、50㎝括約を原則とする。（５－１－２と整合） 

 

５－１－７．治山ダムの放水路 

(1) 治山ダムの放水路の形状（同解説３－７－２） 

側のりの勾配は、渓流の広い箇所では１割、狭い箇所では５分を標準とする。 

(2) 治山ダムの放水路断面（同解説３－７－３～３－７－５） 

放水路下長の最低は２ｍとし、渓岸浸食を考慮した上で可能な限り長くし、洪水時の流

水等の減勢を図り、治山ダム下流の洗掘の軽減させることとする。 

放水路の高さは 10 ㎝括約で設計し、土石や枝条による断面の減少や閉塞によって袖部

からの越流が容易に発生することがないよう必要最低高は１ｍとする。 

  

00％

00％

00％
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(3) 治山ダム設置位置の計画高水流量 

1) 設計降雨強度 

排水施設の設計に用いる降雨強度は、到達時間を勘案して定めた単位時間内の10
年確率で想定される降雨強度、橋梁及び堰堤の設計には、100年確率降雨強度を使
用するものとする。 

最大時降雨強度 (降雨強度） 

設計降雨強度は次表を基準とする。 

流 域 集水区域面積 
パイプ等 橋梁・堰堤 

備考 
設計降雨強度 設計降雨強度 

 
大和川 

50ha以下 112 146 

ﾀﾙﾎﾞｯﾄ式 100ha以下 100 133 

500ha以下 77 104 

 
淀 川 

50ha以下 123 158 

久野・石黒式 100ha以下 108 141 

500ha以下 85 111 

 
紀ノ川 

50ha以下 129 188 

〃 100ha以下 119 173 

500ha以下 101 141 

 
十津川 

50ha以下 166 235 

〃 100ha以下 153 220 

500ha以下 130 193 

 
北山川 

50ha以下 147 236 

〃 100ha以下 139 223 

500ha以下 125 200 

2) 設計降雨強度の算定 

設計の基礎となる雨量強度の算定については、タルボット型、久野・石黒型等に
よる特性係数法により、県下各流域の確率降雨強度を算出する。 

Ⅰｎ＝Rn・βｎ 

ここに Ⅰｎ＝ ｎ年確率降雨強度 （㎜/h） 

Rｎ＝ ｎ年確率６０分降雨強度 

βｎ＝ ｎ年確率特性係数 

（適合区分図より、地域により、次の①又は②式のいずれかを選択する。） 

① タルボット型 

βｎ ＝  a ／ （ t+b ） 
ただし a ＝ b + 60 

b ＝ (60－βｎ・t）／βｎ－１） 

② 久野・石黒型 

βｎ ＝  a ／ （√t+b ） 
ただし a ＝√60－b 

b ＝ (√60－βｎ・√t）／βｎ－１） 

ここで、β１０＝１０分間特性計数値 

（詳細は「応用水文統計学」岩井・石黒共著参照） 

ｔ ＝ 流達時間（min） 
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流域別流達時間 t（min）（A＝集水面積ha） 

流 域 S(%) A≦50ha(L=800m) A≦100ha(L=1、200m) A≦500ha(L=2、500m) 

大和川 50 14 18 31 

淀 川 60 13 17 29 

紀ノ川 80 12 15 26 

十津川 90 11 15 25 

北山川 90 11 15 25 

注 流域の形状をほぼ円形と仮定し、直径を最達点からの流路長Ｌとした。 

また、平均勾配Ｓは土地分類図付属資料により求めた。 

なお、土木研究所式により地域別に算出。 

ｔ＝1.67×10
-3
×（L／√S)

0.7×60 

ｔ：流達時間 （min） 

Ｌ：流域最遠点から計画点までの流路長（ｍ） 

Ｓ：Ｌ区間の平均勾配 

 

3) 補正係数： ｆｑ（同解説３－７－４参考） 

洪水痕跡等は、被災直後の現地調査において把握するものとする。 

調査データがないものについては、近隣の渓流等を参考にしてもよいものとす

る。ｆｑが１未満の場合は、fq = 1 とする。 

補正係数（ｆｑ）＝
洪水痕跡等に基づく渓流の断面積（㎡）

最大洪水流量（Ｑ）に基づく放水路断面積（㎡）
 

ただし、補正係数（ｆｑ）の値は小数第２位四捨五入１位止めとする。 

 

(4) 治山ダムの放水路の高さの決定（同解説３－７－６） 

1) 治山ダムの放水路の高さは、原則として、計画高水流量を基準として求めた計画

水深に、水面変動を考慮した余裕高を加えて決定し、10ｃｍ括約で設計するもの

とする。 

ｈ ≧ hc ＋ ⊿ｈ 

ｈ：放水路の高さ 

hc：計画高水流量を基に算出した計画水深  

⊿ｈ：余裕高（水面変動を考慮） 

2) 放水路の高さの決定方法は、次のとおりとする。 

① 治山ダム完成時に治山ダム上流側の渓床が放水路天端より低い位置となる計

画である場合は、縮流ぜきによる方法により計画水深を算出し、放水路の高

さを決定する。 
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② 治山ダム完成時に、放水路天端が上流側の渓床へ直接続く計画である場合

は、開水路による方法で計画水深を算定し、放水路の高さを決定する。 

③ 土石流の流下を考慮する場合は、土石流水深を計画水深として、放水路の高

さを決定する。なお、放水路の高さは、土石流として流下が想定される最大

礫径以上の高さとすることを標準とする。 

④ 余裕高は、下表の値を標準とする。 
 

計画高水流量 Ｑmax 余裕高 ⊿h 

50m3／ｓ未満 0.4m 

50m3／ｓ以上 200m3／ｓ未満 0.6m 

200m3／ｓ以上 500m3／ｓ未満 0.8m 

500m3／ｓ以上 1.0m 

 

3) 放水路断面の決定に当たっては、近接する既設治山ダム等との整合性にも留意す

る。 

4) ダム構造安定計算に用いる水深は、計画水深（hc）を参考として定めるものとす

る。なお、ダム構造安定計算に用いる計画水深（hc）は、0.1m単位とする（小数

点第２位切上げ）。 

（例）hc=1.62m→1.7m 

hc=0.56m→0.6m 
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(5) 放水路断面の構造決定の諸元表 

構造決定の諸元表は次のとおりとする。（治山ダムの場合を例示） 

 

No 治山ダム工（コンクリート）の構造決定の諸元表（縮流ぜき） 

施工年度 年度 事業名  施工地  

集水面積（A) ha 最大時雨量（r） ㎜/hr 流出係数（f） 
 

現渓床勾配 ％ 修正渓床勾配 ％ 決定計画水深 ｍ 

基
本
型 

型 天
端
厚 

現況 ｍ 高 さ ｍ 

土圧 水圧 決定 ｍ 床掘深 ｍ 

 
計画高水流量 

Qmax = 1/360×f ×r×A×ｆｑ 補正係数（ｆｑ）  

Qmax＝ ｍ３／sec 

 

 

 

 

 

 
縮流ぜきの流量 

（Ｑｓ）の算出 

(1) 放水路両側法１割の場合 

Qs＝（1.77B1＋1.42h）ｈ
3/2

 B1 = 放水路下長（ｍ） 

ｈ= 放水路高さ（ｍ） 

Qs＝       ｍ
３
／sec 

(2) 放水路両側法５分の場合 

Q1＝（1.77 B1 ＋0.71h）ｈ
3/2

          B1 = 放水路下長（ｍ） 

ｈ= 放水路高さ（ｍ） 

Qs＝        ｍ３／sec 

 

 

 

放水路断面の
決定 

Qmax＝ m
３／secであるので Qmax≦Qｓ 

安全率

（参考値）
   ＝

Qs

Qmax
   ＝ 

放水路断面を下幅 ｍ 側法 に決定する 

 

 

計画水深の
決定 

Qs式に適当なhcを代入してQ＝Qsに近似する hc を求める。 

h＝ ｍ を代入して Qs＝ ｍ
３
／sec 

Qmax＝ m
3／secであるのでQmax=Qs 計画水深を mとする 

 
断面形の決定  

下流法      上流法        に決定する 
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No 治山ダム工（コンクリート）の構造決定の諸元表（開水路） 

施工年度 年度 事業名  施工地  

集水面積（A) ha 最大時雨量（r） ㎜/rh 流出係数（f） 
 

現渓床勾配 ％ 修正渓床勾配 ％ 決定計画水深 
ｍ 

基
本
型 

型 天
端
厚 

現況 ｍ 高 さ 
ｍ 

土圧  水圧 決定 ｍ 床掘深  

計画高水流量 
Qmax = 1/360×f ×r×A×ｆｑ 補正係数（ｆｑ）  

Qmax＝ ｍ
３
／sec 

水路断面の仮定 
B1（下 長） = m B2（越流路上長） = m 

ｈc（計画水深） = m F（流 積） = m
2
 

径深Rの算出 

R＝
F

P
          R＝         ｍ 

区分 放水路側法１割 放水路側法５分 

F （B1＋ｈc）ｈc＝ （B1＋0.5ｈc）ｈc＝ 

P B1＋2.83ｈc＝ B1＋2.24・ｈc＝ 

粗度係数(n) 

 
ｎ＝ 

 

 

ｂ＝ 

（石礫の長径） 

山 

岳

地

渓

流 

径0.5m以上の石礫が点在 0.08 

径0.3～0.5mの石礫が点在 0.07 

河床が割合整備された状況の渓床 0.06 

流水土砂で摩耗された凹凸の
甚だしい母岩の露出渓床 0.05 

渓床勾配の想定 Ⅰ ＝   通常計画勾配又はtanα=0.093・
𝑏

𝑅
 

流  速 

V＝１／ｎ×R
2/3

×Ⅰ
1/2  （マニング式） 

V =         ｍ／sec 

流量の検定 

Qk＝ V × F 

※ Ｑk≧Ｑmaxとなっている
ことを確認する。 

安全率

（参考値）
   ＝

Qs

Qmax
   ＝ 

X 
計画水深 

ｈc ＝ ｎ3/5×（Qmax/B１ )3/5×Ⅰ-3/10
 

h c= m 

断面形の決定 

 

下流法      上流法      に決定する 
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５－１－８．治山ダムの袖 

(1) 袖部ののり勾配 

袖部の法は、上流側、下流側とも直とする。 
 
 

(2) 袖部の突込み 

治山ダムの袖部及びダム側方の突込みは、堅固な地山に行い、その深さは充分に配慮す
る。また、渓流屈曲部の外側にあっては、内側より深めとする。袖の突込みに伴う掘削勾配
は、「第２ 土工２－８．袖部の切取勾配」によるものとする。 

袖部及びダム側方の突込み深さは、水平距離で下記を標準とする。 

（ハンドブックＰ７５１） 

① 岩の場合 1.0ｍ程度 

② 軟岩（風化が進行した岩または亀裂の多い岩）の場合 1.5ｍ程度 

③ 締った地山の場合 2.0ｍ程度 

④ 軟弱な地山又は堆積土砂の場合 3.0ｍ程度 
 

 

 

岩：1.0～1.5ｍ程度 
土：2.0～3.0ｍ程度 

  
(3) 袖天端（治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第４章 第３節３－８－２） 

① 治山ダムの袖天端は、容易に越流を起こさないように、原則として両岸に向かっ

て勾配（インクライン）をつけるものとする。 

② 放水路深を上限とし 10 ㎝単位（10 ㎝未満切り上げ）とする。 

③ 左右の高さは原則同一とするが、渓流の屈曲部付近に設置する場合にあっては凹

岸の水位上昇を考慮し、嵩上げ等の措置をとることとする。 

④ 左右の延長は原則同一とするが、保全対象や荒廃地等との関係上放水路の位置を

片側に寄せる必要がある場合にあってはこの限りではない。 

５－１－９．治山ダムの断面 

(1) 重力式治山ダムの天端厚 

谷止工、床固工の放水路天端厚は、同一渓流では同一天端厚とする。ただし、山腹工
の直下及び渓流最上流部等に設けるもので、規模が小さく、土石流の影響を受けないも
のは別に考慮する。 

(2) 重力式治山ダムの安定計算に用いる荷重 

治山ダム安定計算に用いる単位体積重量は、「治山技術基準 総則・山地治山編 第
２編 第４章 第３節３－９－１－３を参照」の数値を標準とする。 
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５－１－１０．治山ダムの基礎 

(1) 治山ダムの基礎地盤 

1) 基礎地盤の許容支持力（同解説３－９－１－４参考） 

基礎の許容支持力は、地盤が構造物の基礎を支持できる限界の支持力（極限支持
力）に対して、設計上必要な安全度を見込んだものである。 

基礎地盤の許容支持力は、治山ダムの堤底に生ずる最大反力より大きくなければな
らない。 

重力式治山ダムの許容支持力の標準値は、次のとおりである。 

① 岩盤 700 kＮ/㎡ 

② 礫層 300～600 kＮ/㎡ 

③ 砂質地盤 200～300 kＮ/㎡ 

2) 基礎地盤の摩擦係数の標準値は、次のとおりである。            
（同解説３－９－１－４参考） 

① 岩盤・締った砂礫層 0.7 

② 締った普通土 0.6 

(2) 治山ダム基礎の根入れ（同解説３－１０－２） 

治山ダムの根入れの深さは、治山ダムの高さ、基礎地盤の状況等の条件により異なる
が、単独ダムの場合は「第２.土工 ２－６．床掘の深さ」の値を標準とする。 

(3) 治山ダムの間詰等 

1) 擁壁型間詰（土砂の場合） 

① 設置位置（同解説３－１２－３－２） 

設置位置は、原則として、放水路肩より垂線を下した線より1.0ｍ以上外側に設置
する（下図参照）。ただし、コンクリート充填する部分については、この限りでは
ない。 

② 構造 

ア  間詰の背面状況から判断して、土圧が大きい場合は土留工に準じて安定計算
を行うものとする。 

イ  岩盤掘削部分で間詰の背面勾配が安定勾配を超える場合は、コンクリート充
填等を行う。 

ウ  間詰構造物単独で倒壊等のおそれがない場合は、30㎝の単壁構造としても
差しつかえない。なお、高さは3.0ｍ以下とする。 

エ  埋戻しをする場合、コンクリート構造物の裏側に接する部分にあっては、で
きるだけ石礫を選んで埋戻し、湧水等の多い場合は、裏込礫、水抜管を考慮す
るものとする。 

オ  掘削面の風化や崩落を防止するために、コンクリート擁壁による間詰（擁壁
型間詰）や、木製構造物等により補強を行い、埋戻し土砂の安定と、堤体接地
面の土砂流失を防止する。なお、埋戻しをする場合、緑化工により容易に侵食
されない安定斜面に仕上げるものとする（下図参照）。 
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2) 階段型間詰・上
のぼ

り型間詰（岩盤の場合） 

岩盤と堤体の一体化をはかり、流水による侵食防止と風化防止を目的として水裏

岩盤の余掘部分をコンクリートで間詰する。 

なお，階段型間詰及び上り型間詰の使い分けについては，現地の状況や施工方法，

コンクリート量等を総合的な検討を行い，監督員と協議し決定するものとする。 

 

【階段型間詰】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）１段の高さは1.5m程度を標準とするが、袖部の勾配、現地の状況に応じて設計す

るものとする。 

 

 

 

【上り型間詰】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）ｈは0.5m程度を標準とするが、袖部の勾配、現地の状況に応じて設計するものと

する。（0.5m以下では設計を行わない。） 

 

 

 

 

 

  

間詰コンクリート

ｈ

ｈ

堤体の勾配が変わることで

間詰が厚くなる場合、勾配

の変化点と水平打継面が同

じならｈを点線の50cm程度

に戻してもよい。

下流側上流側
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５－１－１１．治山ダムの水抜き 

(1) 設置範囲は、放水路天端から垂線を下した範囲内とし、堤体構造上水抜きが弱点となら

ないように設置しなければならない。原則として下図による。 

 

 

 

 

(2) 水抜きの大きさは、20～40cm 程度として、円形を標準とする。 

(3) 複数の水抜きを設ける場合には、堤体の弱点とならないように、配列を千鳥状とし、上

下の水抜が垂直に並ばないようにする。（同解説Ｐ２１９） 

(4) 水抜きの最小間隔は水抜き管の径の３倍以上とし、原則 1.5ｍ程度以上離して設けるも
のとする。（測量設計シリーズ９ 治山施設構造物 ３章 p.119） 

５－１－１２．治山ダムの洗掘防止 

止水壁による洗掘防止は、原則として行わないものとする。 

(1) 副ダムによる洗掘防止（同解説Ｐ２２０） 

副ダムの放水路天端厚は、本ダムの天端厚に0.8乗じた値を標準とし最低0.8ｍとする。 

(2) 治山ダムの側壁 

1) 側壁の表のり勾配は3分を標準とする。（同解説Ｐ２２８～２２９、２３７） 

2) 天端厚は0.3～0.5mを標準とし、施工性等現場条件を勘案して決定する。（同解説Ｐ

２２８～２２９、２３７） 

3) 側壁の断面形状の決定は、土留工の断面形状決定に準じて行うものとする。なお、

側壁の断面を決定する高さ（Ｈ）は、上流治山ダム直近の高さとする。水叩きを設

ける場合、摩擦係数は 0.7を使用する。 

 

 

 

 

 
 

水叩きを設ける場合              水叩きを設けない場合 

放水路幅

２m以上

原則1.5m

土砂 岩盤
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a

A

h

伸縮継目の位置

4) 水抜きは、低水位（L.W.L）以上のより高い位置（0.3m程度上部）に、径50～100

㎜程度のものを2～3㎡に１箇所程度設ける。（同解説Ｐ２３７） 

5) 側壁のコンクリート体積（①＋②）の計算は次のとおりとする。 

①角錐台（載頭錐体） 

ｈ

3
（Ａ + √(Ａ・ａ)  + ａ） 

Ａ＝下断面積 ａ＝上断面積 ｈ＝高さ 

 

 

②楔形 

1

6
ｄｈ(𝑎 + ｂ + 𝑐) 

a、b 及び c はそれぞれ平行する三辺、 
h は ab 面に対するｃ線の高さ、d は、a、b 線の距離 
 

５－１－１３．治山ダムの伸縮継目 

堤長が 25ｍを超えるコンクリート治山ダムについては、収縮による内部歪を分散させるため、

堤長方向の各ブロックの長さが 10～15ｍ程度となるように区分してコンクリートを打設する

ように計画し、伸縮継目を下記により設けるものとする。（同解説Ｐ２３１） 

〇位置及び施工 

1) 構造物の断面が大きく変化するところ。（収縮による内部歪の防止） 

2) 岩盤線と土砂線との境目等、地盤支持力が変化するところ。（同解説Ｐ２３０） 

3) 放水路肩より2.0ｍ以内には、原則として設置しないこと。ただし、袖部に設ける場

合は、必ず袖天端まで継目を設けるものとする。 

4) できるだけ放水路内に設置するものとする。ただし、その位置は水抜き孔より1.5ｍ

以上離すこと。 

5) 屈曲部では、原則として放水路より内側に設置すること。 

6) 打継目には、原則として目地材を設けるものとする。（同解説Ｐ２３０） 

7) 上流面から0.3ｍ下流側の位置に止水板を挿入する。（同解説Ｐ２３１） 

 

 

 

 

 

 
 

伸縮継目詳細図（左：平面図、中央：平面投影図、右：断面図）  

1

2

止水板

0.3m
下

流

側

上

流

側

天端幅Ａ

Ａ/２ Ａ/２
下

流

側

上

流

側

0.30

0.50
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５－１－１４．治山ダムの水平打継目 

(1) 水平打継目の標準図は下記のとおりとする。 

本県では、タイプＤ（挿し筋）の使用を標準とする。 

ただし、分割施工する場合は、タイプＡで施工するものとする。 

タイプ A タイプ B タイプ C  

 

 

注） 相欠きの継手は、仕切りを中央に設けるものとする。凸形、凹形の継手は、放水路天端
幅の 1/3 程度を継手幅とし、高さ又は深さは 20～30cm 程度とする。（同解説Ｐ２３１） 

タイプ D（挿し筋） 標準図 

 

 

 

 

 

 

1) 鉄筋の寸法は仕上がり寸法であり、フック部分の長さは含まれていない。 

2) 使用する鉄筋については、Ｄ=16㎜以上とし、コンクリートとの付着生の観点から異

形棒鋼（SD345）とする。 

3) 鉄筋の間隔は0.2ｍ以上とし、均等に千鳥配置する。 

4) かぶり（コンクリートの壁面と鉄筋の外側との最短距離）は、10cm以上を確保する。 

5) 挿し筋の必要本数については、次式により算定する。 

必要本数（Ｘ）＝断面積指数(Ａ）／異形棒鋼の断面積（a）×0.3 

断面積指数(Ａ） 

＝ｺﾝｸﾘｰﾄの許容せん断応力度(τc)/異形棒鋼の許容せん断応力度(τy) 

 ｺﾝｸﾘｰﾄの許容せん断応力度(τc) 

＝(ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度(σc)/100)+0.15 

＝ （18N/mm2÷100＋0.15）＝0.33N/mm2 

異形棒鋼の許容せん断応力度(τy) 

＝ 133N/mm2 (SD345の場合） 

断面積指数(Ａ）＝ 0.33N/mm2 / 133N/mm2 ＝ 2,481×10
-6 

異形棒鋼の断面積（a） ＝ 198.6 mm2/本 (SD345の場合） 

必要本数（Ｘ）＝断面積指数(Ａ）／異形棒鋼の断面積（a）×0.3 

＝ （2,481×10-6）/198.6 ×0.3×10 6   ＝ 3.75 本 /m2≒4 本/ m2 

よって、Ｉ型：４本／m2 Ｄ型：２組／m2 以上とする。 

（Ｄ型の場合、１本（組）で２箇所挿すことから必要本数は半分となる。） 

＜平成１７年７月７日付け林野庁施工企画調整室事務連絡「水平打継目の処理について」に基づく＞  

200mm

82
0m

m

41
0m

m
41

0m
m
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0m

m

32
0m

m
32

0m
m
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0m

m

41
0m

m
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0m
m

82
0m

m

打継面

突出部

埋込部

Ｉ型 Ｄ型

フック無 フック有
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５－１－１５．治山ダムの堤敷長 

治山ダムの堤敷部の敷長は、放水路の上肩より垂線を下ろした位置を基準にして、基礎

の状態により下記を標準とする。 

 

(1) 基礎が土砂（岩盤が出ない）の場合 1.5ｍ程度以上外側とする。 

(2) 基礎が軟岩Ⅰの場合 1.0ｍ程度以上外側とする。 

(3) 基礎が軟岩Ⅱの場合 0.5ｍ程度以上外側とする。 

(4) 基礎が中硬岩以上は放水路内に入ってもよい。  

 

 

 

 

 

 

 

５－２．護岸工 

５－２－１．護岸工の構造 

(1) コンクリート又はコンクリートブロック練積護岸工、鉄線かご護岸工の標準的仕様は、

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第４章 第４節 ４－５」に準ずるほか、

下記のとおりとする。 

1) コンクリート護岸工又はコンクリートブロック練積護岸工の天端厚は0.3～0.5m、

表法勾配は3分を標準とし、施工箇所の基礎や埋戻し土砂等の条件、壁高により安

定性を十分検討のうえ断面を決定する。（同解説Ｐ２３７） 

2) 延長が 20ｍを超える場合は、原則として伸縮継目を10～15ｍに１箇所設ける。 

（同解説Ｐ２３８） 

3) 鋼製枠護岸工及び鉄線かご護岸工の表のり勾配は、5分以上を標準とする。   

（H11治山技術基準解説4-6解説２） 

4) 鋼製護岸工及び鉄線かご護岸工は、背面土砂等の吸出しを防止するため、背面、

下面、側面に吸出し防止材を設置するものとし、根入れとして埋め戻す場合、根

入部の前面設置するものとする。（同解説Ｐ２３８） 

 

 

  根入部

吸出防止材
吸出防止材

1 2
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５－３．流路工 

５－３－１．流路工における護岸工の計画断面 

(1) 流路工の計画水深は、開水路として、マニング式により求めるものとし、このマニング

式に用いる粗度係数（ｎ）は、次表の基準値を使用し、計画高水流量を算出し流路工の

計画断面を決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「治山技術基準 総則・山地治山編 P93 表-23、ハンドック P514 参照」 
 
５－３－２．流路工における構造物相互の関連等 

(1) 流路工の護岸工と治山ダムの取り付け 

治山ダムに接続する流路工において、治山ダムの放水路下幅より流路工の放水路下幅
が小さくなる場合は、下図のとおり流路工において、導流部を設け調整することとし、
その下流の流路工においては、下幅を同一のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（ L ＝ ３W、３W が 10ｍをこえるときは 10ｍ ）  

区分 渓床の状況 
粗度係数（ｎ） 

範囲 
平均値 

自

然

流

路 

大流路 
粘土、砂質床 0.018～0.035  

礫河床 0.025～0.040  

山地流路 
底面に砂利、玉石 0.030～0.050  

玉石、大玉石交じり 0.040～0.070  

山岳地渓流 

流水土砂で摩耗された凹凸の甚だしい母

岩の露出渓床 
 0.05 

河床が割合整備された状況の渓床  0.06 

径0.3～0.5mの石礫が点在  0.07 

径0.5m以上の石礫が点在  0.08 

人工水路等 

コンクリート管等（工場製品） 0.012~0.016  

コンクリート人工水路 0.014～0.020  

両岸石張小水路（泥土床）  0.025 

コルゲートパイプ等 0.025～0.035  

Ｗ

谷止工等

流路工

導流部
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床固工

垂直壁

床固工

帯工

(根入れは1.0m以上)

(根入れは敷礫または護岸工まで)

Ａ

0.5m

床固工Ａの1ランク下

最小天端厚　0.8m以上

最小天端厚　0.5m

床固工

但し、この場合の床固工は、三面張に準じる

(2) 流路工における床固工及び帯工の構造等の選定 

1) 流路工における床固工の構造は、「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第４

章 第３節 ３－９ 治山ダムの断面」に準じて次のとおり決定する。 

①  二面張り流路工の床固工 

治山ダム天端厚基準の１ランク下とし、最小天端厚は0.8ｍとする。 

② 三面張り流路工の床固工 

堤高3ｍ以下のものは、天端厚は0.5ｍ、上流法は直、下流法は3分を標準とする。

堤高3ｍを超えるものは、天端厚は0.8ｍとする。 

③ 最上流部に設置する床固工については、「治山技術基準 総則・山地治山編 第

２編 第４章 第３節 ３－９ 治山ダムの断面」によるものとする。 

2) 流路工における帯工の構造は、「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第４章 

第３節 ３－１２－２－４ 治山ダムの水叩きの垂直壁」に準じて決定するものとし、

天端厚は0.5ｍ、法は袖部を含め上下流とも直とする。 

・帯工を流路工最終点に設ける場合の天端厚等は床固工の構造による。 

 

 

二面張り流路工の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第５．渓 間 工 

 

36 

 

伸縮継目

10～15mに1箇所

床固工 垂直壁 帯工

床固工

帯工

(根入れは敷礫まで)

(根入れは1.0m以上)

放水路天端厚　0.5または、0.8m
0.5m 0.5m

三面張り流路工の場合 

 

 

 

 

 

 

 

５－３－３．流路工における水抜き 

水抜きは、護岸工に準じて、低水位以上のより高い位置に、径 50～100 ㎜程度のものを 2～ 

3 ㎡に１箇所程度設けるものとする。（同解説Ｐ２３７） 

 

５－３－４．流路工における伸縮継目 

延長が 20ｍを超える場合は、護岸工に準じて、原則として伸縮継目（目地材）を 10～15ｍ 

に 1 箇所設けるものとする。床固工等に接する部分にも設置する。（同解説Ｐ２３８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３－５．流路工における底張り等の厚さ 

流路工における床固工は落差が小さく、上流が整備された後に計画されるのが普通である

ため、水叩きの厚さは最小厚 0.5m とし、これを超えるときは 0.1m 括約で決定する。（同解説

Ｐ２６３） 
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第６．山腹工 

６－１．土の種類と安息角 

                 （ハンドブックＰ８０４） 
土の種類 状 態 息 角 摩擦係数（tanφ） 

 

粘 土 

乾燥したもの 20°～ 37° 0.36 ～ 0.75 

水分の少ないもの 40°～ 45° 0.84 ～ 1.00 

水分の多いもの 14°～ 20° 0.25 ～ 0.36 

 

砂 

乾燥したもの 27°～ 40° 0.51 ～ 0.84 

水分の少ないもの 30°～ 45° 0.58 ～ 1.00 

水分の多いもの 20°～ 30° 0.36 ～ 0.58 

 

砂 利 

乾燥したもの 30°～ 45° 0.58 ～ 1.00 

水分の少ないもの 27°～ 40° 0.51 ～ 0.84 

水分の多いもの 25°～ 30° 0.47 ～ 0.58 

 

普 通 土 

乾燥したもの 20°～ 40° 0.36 ～ 0.84 

水分の少ないもの 30°～ 45° 0.58 ～ 1.00 

水分の多いもの 14°～ 27° 0.25 ～ 0.51 

小 石  35°～ 48° 0.70 ～ 1.11 

 

６－２．切土、盛土ののり勾配 

(1) 切取勾配は、地表傾斜を構成する土砂等の安息角まで切取ることが理想的であるが、急

峻な地形、長大傾斜面等においては極めて困難であり、土留工、緑化工等を施工して切

取斜面の安定を図る勾配とし、次表を標準とする。 

切土に対する標準のり面勾配 

（道路土工－切土工・斜面安定工指針 P136） 

地 山 の 土 質 切土高 勾 配 

硬 岩   1:0.3～1:0.8 

軟 岩   1:0.5～1:1.2 

砂、SP、SW 
密実でない粒度分 

布の悪いもの 

 
1:1.5～ 

砂質土 

SM、SC 

密実なもの 
5m以下 1:0.8～1:1.0 

5～10m 1:1.0～1:1.2 

密実でないもの 
5m以下 1:1.0～1:1.2 

5～10m 1:1.2～1:1.5 

砂利又は岩塊交じり
砂質土 

GW、GM、GC、GP 

密実なもの又は粒度
分布の良いもの 

10m以下 1:0.8～1:1.0 

10～15m 1:1.0～1:1.2 

密実でないもの又は
粒度分布の悪いもの 

10m以下 1:1.0～1:1.2 

10～15m 1:1.2～1:1.5 

粘性土 

ML、MH、OL、OH、
CL、CH 

 
10m以下 1:0.8～1:1.2 

岩塊又は玉石交じりの粘
性土 

 5m以下 1:1.0～1:1.2 

5～10m 1:1.2～1:1.5 

注） 記号（例えば SM)は統一分類法による。  



第６．山 腹 工 

 

38 

 

(2) 埋戻しによる盛土勾配は、土留工、埋設工及び緑化工等を施工して斜面の安定を図れる

勾配とし、次表を標準とする。 

盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配 

（道路土工のり面工・斜面安定工指針3-3-１・道路土工－盛土工指針P106） 

 

 

 

 

 

 

 
 

注） 盛土工は、のり肩とのり尻の高低差をいう。 

６－３．山腹基礎工 

６－３－１．のり切工 

機械施工と人力施工の区分は、施工箇所の地形・切土量の大きさによるが、機械施工が可能

な場合であっても 

のり切土量

のり切面積
≧ 0.3𝑚 

でかつ 15m
3
以上（全土工量）の場合に適用し、その他の場合は人力によるものとする。 

６－３－２．土留工 

(1) 土留工の位置及び高さ 

1) 土留工の位置 

 

 

 

 

 

〇土留工の間隔 

斜面傾斜 35°未満の場合 約 20m 程度の間隔 

斜面傾斜 35°以上の場合 約 15m 程度の間隔  

盛土材料 盛土高(m) 勾配 摘要 

粒度の良い砂 SW 

礫及び細粒分混じり礫

GW、GM、GC、GP 

5 以下 1:1.5 ～ 1:1.8 基礎地盤の支持

力が十分にあり、

浸透水の影響の

ない盛土に適用

す る。標準のり

面勾配の範囲外

の場合は安定計

算を行う 

5 ～ 15 1:1.8 ～ 1:2.0 

粒度の悪い砂 SP 10 以下 1:1.8 ～ 1:2.0 

岩塊（ずりを含む） 
10 以下 1:1.5 ～ 1:1.8 

10 ～ 20 1:1.8 ～ 1:2.0 

砂質土  SM、SC 

硬い粘質土、硬い粘土（洪

積層の硬い粘質土、粘土、

関東ローム等） 

5 以下 1:1.5 ～ 1:1.8 

5 ～ 10 1:1.8 ～ 1:2.0 

火山灰質粘性土（Ｖ） 5 以下 1:1.8 ～ 1:2.0 

20m

15m

山脚の固定

土留工(護岸工)

のり面の補整
水路工等の基礎

のり切前の地形

土留工

35°以上
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測点 1 432 65

Ｈ=1.5m

Ｈ=2.0m

Ｈ=2.5m

Ｈ=3.5m

Ｈ=3.0m

20°

30°

30°

30°

30°
β計画勾配線

奈良県での土留工の基準位置は、原則、構造物底幅の 1/2 を中心線（中心位置）とする（下

図参照）。ただし、現地の地形条件や施工性により構造物底幅の 1/2 では困難な場合には、

監督員と協議し決定する。 

 

 

 

 

 

 

 

土留工計画 位置 
       

2) 土留工の高さ 

 

 

 

 

 

 

土留工の高さについては､各測点から計画勾配線を引き、全体的に自然で無理のない線

形となるよう決定する。（同解説Ｐ２７５） 

土留工の高さは、原則として以下のとおりとする。 

① コンクリート土留工：4.0ｍ以下（ハンドブックＰ８０７） 

② 空積土留工：2.0ｍ以下、練積土留工：3.0ｍ以下（ハンドブックＰ８０８） 

③ 鉄線かご土留工：2.0ｍ以下（同解説Ｐ２９４） 

  

断 面 図

1/21/2
1/2 1/2

山側 谷側

断 面 図

山側 谷側

土留工 中心位置

土留工 中心位置

土留工 中心位置

土留工 中心位置
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(2) 土留工の断面・構造 

1) 土留工の安定計算に用いる荷重等 

① 土留工の安定計算に用いる単位体積重量は、「治山技術基準 総則・山地治山

編 第２編 第５章 第３節 ３－３－５ 土留工の断面」の数値を標準する。 

② 土留工の安定計算に用いる背面土の内部摩擦角の概略値は、「治山技術基準 

総則・山地治山編 第２編 第５章 第３節 ３－３－５ 土留工の断面」の

［参考］のとおりとする。 

2) 天端厚は0.3～0.5mを標準とし、施工性等現場条件を勘案して決定する。 

3) 表のり勾配は、3分を標準とする。（ハンドブックＰ８０７） 

4) 高さが異なる場合の断面 

安定性の面から構造物の高い断面のほうに統一する。 

構造物の断面が極端に変化する箇所では伸縮継目（目地材）を設置し、二重断面と
する（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) 土留工の水抜き 

1) 水抜きは、土留工の背面から前面に向けて若干の下り勾配を付して設置するものとす

るが、その勾配は2%程度とする。(同解説Ｐ２８８、森林土木構造物標準設計擁壁編

P92) 

2) 水抜きは、その内径が、原則として50～100mm程度の塩化ビニールパイプを使用し、

おおむね2～3㎡に１箇所以上設ける。（同解説Ｐ２８８） 

3) 水抜き管の裏には、必ず透水マットを設置する。 

  

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

Ａ Ｂ Ｃ

Ｄ Ｅ

Ａ-Ａ Ｂ-Ｂ Ｃ-Ｃ Ｄ-Ｄ Ｅ-Ｅ

1:
0.
3

1:
0.
0

1:
0.
3

1:
0.
0

1:
0.
3

1:
0.
0

1:
0.
3

1:
0.
0

1:
0.
3

-1
:0
.1

1:
0.
3

-1
:0
.1

目地材

二重断面
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水平土かぶり幅

根入れ深さ

水平土かぶり幅 水平土かぶり幅

土砂の場合 岩盤の場合

(4) 土留工の裏込め 

遮水型土留工の裏込めは、ブロック積工においてはクラッシャランを、コンクリート
土留工においては割栗石（5～15cm）を必要に応じて使用するものとし、クラッシャラン
等については水平幅0.3mの等厚、構造物天端より0.3m以下、最下位水抜より上の部分に
入れることを標準とする。特に壁面にかかる土圧の減少、均等化を図る必要がある場合
には、構造物天端より壁底まで入れるものとする。 

 
 

裏込めの模式図 

 

 

 

 

(5) 土留工の伸縮継目 

伸縮継目には、目地材（エラスタイト）を設置するものとする。 

(6) 土留工の基礎根入れ 

傾斜地に土留工を設置する場合の基礎根入れは、水平土かぶり幅が土砂部で1.0ｍ、岩
盤部で0.5ｍを確保するものとする。（Ｒ４林道必携技術編Ｐ１３３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 枠土留工 

枠土留工の中詰め材には、玉石、栗石等を使用することを原則とする。流水等の影響
によって中詰め材の流出のおそれがない箇所で、切込み砂利等粒径の小さな中詰め材を
用いる場合には、エキスパンドメタル等を張り付けて中詰め材の流出を防止する。 

(8) 鉄線かご土留工 

鉄線かご土留工の止め杭及び心杭の杭径は、末口8～12ｃｍを標準とする。 

(ハンドブックＰ８１１) 

(9) 枠土留工及び鉄線かご土留工の吸出防止材（同解説Ｐ２９５） 

 

 

 

0.3m

水抜き管

埋戻し材料 0.3m

緑化工等

裏込め材料

根入部

吸出防止材
吸出防止材
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(10) 木製土留工 

木製土留工の安定計算に用いる荷重は、原則としてコンクリート同様、自重及び土圧と
し、高さは4ｍ程度までとする。 

環境保全や景観に配慮した斜面や人家等の保全対象から比較的に離れたところで計画
することが望ましいが、保全対象と近接する場合は、山脚基礎部はコンクリート土留工を
配置するなど計画に配慮することが望ましい。 

材料は奈良県産材を用いて防腐処理した木材を使用し、防腐処理をしない材料を使用
する場合は、発注の際その旨仕様書に明記すること。 

なお、標準的な構造は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  
木製土留工 構造図の例 
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断面図
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正面（展開）図
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壁材φ90中詰土砂：

土留シート

断面図

コーチボルト スクリュー釘 控材φ90 壁材φ90

正面（展開）図



第６．山 腹 工 

 

43 

 

６－３－３．水路工 

(1) 水路工の種別 

水路工の種別には、「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第３節 ３

－５－２ 水路工の種別 表－２」に掲げるもののほか、下表のものなどがあり、種別

の選定に当たっては、各種別の特性を考慮するものとする。（ハンドブックＰ８１７） 

種 別 適 用 箇 所 

コルゲート 
フリューム 

地すべり地等フレキシブル性が求められる箇所 

金網水路 
常水はなく、流量は少なく、土砂の流送のない箇所
で、芝の生育に適した箇所 

木柵（木製）編柵水路 
集水量が少なく、比較的軽度な耐久性で十分な箇
所 

鉄線かご水路 地盤が軟弱で、常水の少ない箇所 

(2) 水路工の通水断面 

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第３節 ３－５－６ 水路工

の通水断面【解説】」を参考に余裕をもって安全に排水できる断面を決定する。 

水路工の通水断面は、類似箇所の事例を参考に現地の状況等から判断して決定するも
のとする。 

(3) 水路工の１スパンの長さ（同解説Ｐ３０４、ハンドブックＰ８１６） 

水路工の１スパンの長さは、斜長で 20ｍ程度を標準とする。 

(4) 水路工の水路受け 

現場打コンクリート水路受けの構造については、次図のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 
水路受け構造図（例）左：断面図、右：上面図 

1) 水路受けの幅 

上図のように水路の天端からの垂線に対し４５°に伸ばした線と地盤との交点以

上の幅とする。 

2) 水路受けの長さ 

水路受けの長さの算出には、次の式がある。 

Ｌ＝Ｖ√2（ｈ+ｈ′）

9.8
 －ｎｈ 

または、 

Ｌ＝1.5（ｈ＋ｈ′）～2.0（ｈ＋ｈ′）（ハンドブック Ｐ８１６）  

Ｌ ：水路受けの長さ（ｍ） 

Ｖ ：流速（ｍ/Ｓ） 

ｈ ：工作物の高さ 

ｈ′：水路の深さ 

ｎ ：工作物の下流のり 

飛散しない幅
(水路受けの幅)

45° 45°

Ｂ

Ａ

Ａ

水路工

暗渠工

（水路覆い）

飛散しない長さ

(設計長さ:Ｌ)

飛散防止カバー



第６．山 腹 工 

 

44 

 

６－３－４．暗きょ工 

(1) 暗きょ工の構造等 

暗きょ工の１スパンの長さは、水路工の１スパンの長さに準ずるものとし、斜長で20ｍ
までを標準とする。（同解説Ｐ３０９） 

(2) 暗きょ工の種別 

1) 礫暗きょ工 

掘削については、余堀はなしとし、掘削法勾配は 3分を標準とする。 

この工法は、礫が比較的豊富な箇所でかつ、地下水の湧水量の多い箇所に適してい
る。 

 

 

 

 

 

礫暗きょ工 標準断面図 

2) 集水管暗きょ工（ハンドブックＰ８２５） 

集水管暗きょ工は、透水性の大きい材料を使用した集水管を暗きょの底部に敷設 

し、その周囲を礫、単粒度砕石等のフィルター材で包んで目詰まりを防止するもので

ある。 

集水管には、コンクリート製の有孔管や石油化学製品の透水管（硬質塩化ビニル管、

ポリエチレン管等）が用いられる。 

 

 

 

 

 

 

暗渠工併設水路工 標準断面図 

 

  

水路工

土留工

水抜管

暗きょ工
(水が集まると予想できる位置までとする。)

暗渠工

中詰礫

水路工

植生土のう
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６－３－５．のり枠工 

(1) のり枠工の種別と安定性の検討 

1) のり枠工の標準的な種別（同解説Ｐ３１１） 

①  プレキャストのり枠工（コンクリート二次製品） 

②  現場打ちコンクリートのり枠工 

③  吹付のり枠工（モルタル・コンクリート） 

④  軽量のり枠工 

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第４節 ４－２－５ 軽量
のり枠工」において定める。 

吹付モルタルの設計基準強度（σｃｋ）は、18N/mm2程度以上として設計するものと
する。「のり枠工の設計・施工指針」（改訂版第３版）P57（一般社団法人 全国特定
法面保護協会） 

(2) のり枠工の中詰工の選定（「のり枠工の設計・施工指針」（改訂版第３版）P57 ５．６） 

1) 盛土法面における中詰工の選定の目安は次のとおりである。 

①  緑化を必要とする場合は、土砂詰工、植生土のう積工、植生シート工、種子吹付
工、客土吹付工、植生基材吹付工等から緑化目標や導入植物、土質、土壌硬度等に
応じて適切な工法を選定する。 

②  湧水により土砂詰工等の浸食や流出が予想される箇所では、予め地下排水施設等
を設置し、緑化工、空石張工または透水コンクリート工を適用して湧水を早期に法
面外に排出する。 

2) 切土法面における中詰工の選定の目安は次のとおりである。 

①  法面勾配が1：1.2より緩い土砂法面の場合には、一般に土砂詰工、種子吹付 

工、植生基材吹付工等を適用して緑化を行う。 

②  法面勾配が1：1.2～1：1.0の締まった土砂や節理の多い岩の場合は、植生土のう積
工や客土吹付工、植生基材吹付工を適用して緑化を行う。 

③ 法面勾配が1：1.0より急な岩質法面の場合には、法面への接着性が強い植生基材吹
付工等で緑化を図るか、緑化が必要ない場合は、練石張工や平板ブロック張工、
コンクリート張工（モルタル吹付工を含む）をおこなう場合もある。 

④ 法面からの湧水等が多い場合には、法面の安定や中詰工の浸食等影響を及ぼさない
よう、暗渠やフィルター等による地下排水施設を設置する必要がある。また、広範
囲にわたる湧水や凹凸の著しい硬質のり面では、更に空石張工や透水性コンクリー
ト工等を組み合わせる等、スムーズな排水処理を適用することも検討のこと。 

以上述べた中詰工法の選定手順は「のり枠工の設計・施工指針」（改訂版第３版）
「５．６中詰工の選定」（一般社団法人 全国特定法面保護協会）を参照すること。 

 

６－３－６．モルタル（コンクリート）吹付工 

(1) 吹付材料（「土木工事積算参考資料・運用編Ⅱ－２－８」） 

1) モルタル（コンクリート）吹付工のセメント材料は高炉セメントとし、特別な場合は

普通セメントとする。 

（特別な場合とは、セメント入荷状況並びに地域特性および施工時期等を考慮する場
合をいう。） 

2) コンクリート吹付工のコンクリート配合の骨材最大寸法は15mmとする。 

3) モルタル（コンクリート）吹付工の縦収縮目地は平滑な場合に設置し、ラス張りは切
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断せずラスより上に瀝青繊維質板（ｔ＝10mm）を施工すること。 

（平滑な場合とは、目地材が、ほぼ直線的に設置できる程度をいう。） 

 

(2) 吹付け厚さの目安 

岩質、法面形状、勾配等の地質・地形条件や凍結度合等の気象条件を考慮し、安全で

経済的な吹付厚を決定する。 

一般に、モルタル吹付工の吹付厚は 5～10cm が標準となっているが本県では 7cm を

標準とする。また、コンクリート吹付工は 5～20cm が標準となっているが、本県では

10cm を標準とする。 

 

 

 

 

         地山の状態と吹付厚            斜面勾配と吹付厚 

吹付コンクリート指針（案）【のり面編】Ｐ131・Ｐ132 より 
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６－４．山腹緑化工 

６－４－１．緑化基礎工 

(1) 柵工 

1) 柵工の目的 

山腹斜面に階段状に柵を設けて、斜面表土の流亡を防止するとともに、植栽木の

良好な生育条件を造成することを目的とする。（同解説Ｐ３３０） 

2) 柵工の種別 

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第４節 ４－２－２－２ 

柵工の種別 表－４」 

3) 配置（計画）及びその他（同解説Ｐ３３１） 

① 柵工は、堆積土砂や盛土、侵食を受けやすい切土等の安定を図るため、簡易な
土留工の代用として計画する。 

② 柵工は、斜面に階段状の生育基盤を造成し、植生の良好な生育条件を造成す
るものであり、斜面に対し直角方向に等高線状に配置する。 

③ 柵工の計画密度は、直高 2.0～4.0ｍ間隔を標準とする。 

(2) 筋工 

1) 筋工の目的（同解説Ｐ３３３） 

崩壊地斜面の雨水の分散を図り、山腹の地表侵食を防止するとともに、植生の生

育環境を整え、植生の早期導入を図ることを目的とする。 

2) 筋工の種別 

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第４節 ４－２－３－２ 

筋工の種別 表－５」 

3) 配置（計画）及びその他 

①  筋工は、斜面に対し直角方向に等高線状に配置する。 

②  筋工の計画密度は、直高 1.5～2.5ｍを標準とする。 

(3) 伏工 

1) 伏工の目的（同解説Ｐ３３５） 

降雨、凍上等による表土の侵食を防止し、植生の早期導入のため種子の発芽・生育

環境の改善を図ることを目的とする。 

2) 伏工の種別 

「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第４節 ４－２－４－２ 

伏工の種別 表－６」。伏工の適用は下記の点に留意する。 

① 緩傾斜の斜面には、むしろ伏工、わら伏工を用いる。 

② 肥料分の少ない土質の斜面には肥料袋付き植生ネットを用いる。 

③ 表土が薄いもしくは風化の激しい露岩斜面は、二次製品（マット伏工）を
用いる。 

4) 配置（計画）及びその他 

表土の侵食（裸地面）がみられる土留工、柵工、筋工間に適宜配置する。なお、最

大５ｍ毎に柵工・筋工を計画するなど長大斜面（10m を超える）における計画は避

けることが望ましい。  
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６－４－２．植生工 

(1) 実播工 

1) 航空実播工 

(ア) 航空実播工の散布方式と留意点(ハンドブックＰ８５５、標準仕様書 5-5-14-4) 

航空実播工は、スラリー方式（粘液状のスラリー材（基材）を散布するもの）と、

ベース方式（ベース材を塊状にして分散投下し、次いでスラリー材（基材）を散布

するもの）に区別し、施工は、次の各項によらなければならない。 

① 散布実施に先立ち、施工地を空中から識別できるよう現地に標識等を設置。 
 
② 使用する機械器具は、攪拌装置付き散布機、ミキサー等で、空中散布に適

したものを使用。 
 
③ 材料の混合は、散布方式に応じた順序、方法で投入し、5 分以上攪拌し、

均一なスラリーとしなければならない。なお、乾燥したファイバー等を使用

する場合は、10 分以上攪拌しなければならない。 
 
④ 散布は、10～20m 程度の上空から地形、傾斜に応じて調整しながら行い、

散布間隔は、散布装置、散布材料に応じ 4～30m の範囲で行うなどして、均

等に散布しなければならない。 
 
⑤ 散布に当たっては、民家その他の地物を汚染させないように注意し、また、

事故防止のため警備員を配置するなど、必要な措置を講じなければならない。 
 
⑥ ヘリポートは、航空機の離着陸、作業などに支障のない面積を確保すると

ともに付近の民家等に害を及ぼさない場所を選定しなければならない。 

2) 機械吹付工 

① 植生基材吹付工 

植生基材吹付工の吹付厚については、下表を標準とするが、現場条件を適宜
検討する場合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 
（「土木工事積算参考資料・運用編Ⅱ－２－９」） 

(2) 植栽工 

1) 植栽時期及び方法（同解説Ｐ３５４） 

植栽時期は、苗木の活着及び成長に必要な温度と水分が得られる適切な時期とし、
一般には２月下旬～４月上旬である。 

秋植の場合は、寒害、凍上害等を受けやすいので、注意しなければならない。 

2) 植栽樹種（同解説Ｐ３５５） 

植栽樹種は、原則として、将来の高木形成を期待する主林木と主林木の生育を助長

する肥料木とをそれぞれ数種類を混植するものする。 

植栽樹種は、「治山技術基準 総則・山地治山編 第２編 第５章 第４節 ４－３

－３－４ 植栽樹種」において定めるものとする。 

3) 客土（同解説Ｐ３５６） 

客土は、植栽穴に良質な土壌を充填して植栽木の活着を確保する方法であり、地山

露出等の土壌条件が極めて悪い場合であって、植栽工の適期に植栽しても十分な活着

が期待できない箇所において用いる。この場合、ポット苗またはコンテナ苗の活用も

土質 吹付厚(cm) 

礫質土 3 

軟岩 5 

中硬岩・硬岩 7 
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検討すること。 

 

(3) 獣害対策（治山技術基準解説地すべり防止編、保安林整備編第５章２－１３－２、防災

林造成編第３章４－６－６－９） 

1) 獣害防除は獣の種類、受害樹種、受害の度合い、周辺の環境条件等に応じ、最も適

切な方法によって行うものとする。 

 

2) 主な獣害対策と特徴 

① 獣害防護柵設置 

・食害の防御として最も安定した効果が得られ、費用も比較的抑えられる。 

・大面積を一斉に守れる。 

・何らかの原因で一部に穴が開けば、そこから動物が入り込むため維持管理が重

要。 

 

② 食害防護資材設置 

・植栽木にネットや管状の資材を設置し、食害を防止する方法。 

・風衝地や雪の多い斜面では外圧で倒れる場合がある。 

 

③ 剥皮防護資材設置 

・主にテープ巻きによるもの。シカやクマによる剥皮被害に対して効果が高い。 

・テープの劣化、樹木の肥大成長によるテープの食い込み等に留意のこと。 

 

④ 薬剤を使用した防護 

・樹木に忌避剤を塗布、又はそれを浸したテープを巻くことによって樹木の味覚を

落とす効果。 

・初期の被害段階では有効。 

・薬剤の効果を継続して発揮させるためには、枝の伸長に合わせ、複数回散布する

ことが必要。 

 

⑤ 不嗜好性植物の植栽による防除 

・シカが嫌悪する樹種を植栽して遠ざけようとするもの。 

・不嗜好性植物には地域性があり、また、種子や苗の入手が困難な場合がある点に

注意。 
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第７．仮設工 

７－１．足場工 

足場工は、コンクリート打設、材料運搬及びその他の施工に必要な場合に次のとおりと
設置する。 

ただし、施工基面からの高さが2.0ｍ未満の場合は、原則として計上しない。 

治山ダム（谷止工、床固工）の足場工については、キャットウォークを標準とする。 

(1) 足場工の数量計算 

足場工の数量は、下図のとおり計算する。 

○ 足場工（単管傾斜足場）：面積 

○ キャットウォーク：延長  

１段目：施工基面からの高さ２ｍの位置(治山林道必携８－５(1)) 
２段目以降：1.8ｍごとの位置（治山林道必携８－６キャットウオーク） 

（例）足場工対象範囲の取り方 

（例）治山ダム         （例）土留工、側壁、護岸工 

 

 

 

 

(2) 木製残存型枠使用の場合の足場工（キャットウォーク）の設置について 

治山ダムに木製残存型枠設置する場合の足場工（キャットウォーク）は、下
表のとおりとする。 

 

タイプ 
設 置 位 置 

上流側 下流側 

４型 １段目:(Ｈ/2+2)mの
位置の延長を計上する 

計上する 

５型 計上しない 計上する 

Ｈ：谷止工の高さ 

(3) 台場損料 

1) 土留工でケーブルクレーン等を使用してコンクリートを打設する場合は、土留工１

基につき１箇所の台場を設置する。 

2) 原則20ｍを超える箇所については、複数箇所設置することができる。 

3) コンクリートポンプ打設の場合は、必要に応じて設置する。  

2.0

4.0

斜線部分のみ計上

2.5
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７－２．水替工 

(1) 水替日数 

渓間工事等の作業で水替の必要な日数（ポンプ運転日数）は、谷止工等各々の規
模、現場状況などから積み上げて算出するものとする。 

1) 水替日数の算定方法 （土木工事積算参考資料・運用編Ⅱ－５－６による） 

① 作業時排水 

水替日数＝  Σ 
水替の必要な工事量

１日の施工量
 

② 常時排水 

水替日数＝  (Σ
水替の必要な工事量

１日の施工量
) × （１＋Ａ（雨休率）） 

 

※Ａ（雨休率）は土木工事積算参考資料・運用編Ⅰ－３－２６を参照のこと。 

 

③ １日施工量 

１日施工量は、「「土木工事積算参考資料・共通編」」の「作業日当たり

標準作業量」による。 

また、１日施工量とは実働１日当たりの施工量であって供用１日当たり施

工量ではない。 

(2) 「締切、廻水」は、必要に応じて設置するものとする。 

(3) 渓床勾配の急な箇所は、水替に代えて、下流側の掘割り排水を検討すること。 


